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Live with Community ～共に生きる～ 

2024年 1月 12日 

 

令和６年能登半島地震災害義援金の取扱いについて 

 

令和６年能登半島地震により被害を受けられた皆様に、謹んでお見舞い申し上げます。 

１日も早い復旧、復興を心よりお祈りいたします。 

島根中央信用金庫（理事長：福間 均）では、このたびの災害により被害を受けた方々を支援

するため、下記により義援金を受け付けておりますので、よろしくご協力のほどお願い申し上

げます。 

 

記 

 

１．寄付先 

お客様の義援金は、日本赤十字社を通じて被災都道府県に設置される義援金配分委員会へ

全額が送られ、被災地の方々の生活支援に役立てられます。 

◆振込の場合 振込依頼書には、必ず送付先「能登半島地震災害義援金」をご記入ください。 

 ◆その他   店頭に募金箱を設置しております。 

 

２．取扱期間 

２０２４年１月１１日（木）～２０２４年６月２８日(金) 

 

３．お振込先 

信金中央金庫 本店 別段預金 能登半島地震災害義援金口 

 

４．振込手数料 

無料（窓口の場合） 

 

５．個人情報の共同利用 

いただいたお客様の個人情報は、本義援金の取扱いにあたり当金庫と日本赤十字社との間

で共同利用し、適切に管理いたします。 

※日本赤十字社の個人情報保護方針については、以下をご参照ください。 

日本赤十字社（https://www.jrc.or.jp/contribute/privacy/） 

 

≪所得税、住民税、法人税の寄付金控除の手続をとられる方へ≫ 

日本赤十字社が発行する受領証が必要な方は、振込依頼時に必ず窓口にお申し出ください。

お申し出のありました方には、日本赤十字社から後日、直接受領証が郵送されます。 

 

以 上   

本件に対するお問い合わせ先 

島根中央信用金庫 業務部業務推進課 

℡（0853）20-1000（代表） 

※「ユースエール認定制度」とは、若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況などが優良な中小企業を厚生労働大臣が

認定する制度です。当金庫は西日本の金融機関として唯一の認定を受けました。 

https://www.jrc.or.jp/contribute/privacy/

